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◆ ８月４日、春光３条９丁目にお

いて、住宅敷地内に猫のトイレ等

を投棄された。 

 

 

◆ ８月６日、緑町２３丁目におい

て、事務室内に保管していた現金

が盗まれた。 

 

 

 

 

 

 

◆ ８月４日、３条通７丁目におい

て、車を駐車中、車内に置いていた

スピーカーが盗まれた。 

 

 

 

◆ ８月６日、８条通１７丁目にお

いて、敷地内に植えていた蔦が剥

ぎとられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭川中央防犯協会・旭川中央地区防犯協会 

発 
 

行 

 

旭 川 中 央 防 犯 協 会 

旭 川 中 央 地 区 防 犯 協 会 

旭川市市民委員会連絡協議会防犯部 

 

ＴＥＬ ２５－０１１０（内線２８１） 

自 転 車 盗 
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北海道警察マスコット ほくとくん 

車 上 ね ら い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

器 物 損 壊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほくとポリス 

北海道警察公式アプリ 

器 物 損 壊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭川市シンボルキャラクター 

職 場 ね ら い 
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◆ 令和５年９月上旬から令和６年

７月１１日までの間、比布町北１０

線において、敷地内にタイヤが投棄

された。 

 

◆ ８月８日鷹栖町南１条４丁目に

おいて、敷地内に駐車中の車の窓ガ

ラスが割られた。 

 

７月から８月までの間,旭川中央

警察署管内では多数の自転車が盗ま

れています。丈夫なカギを使用したり、

ツーロックをし、自転車盗難を防ぎま

しょう。 


